
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

　老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を
明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、75歳以上
の高齢者を対象に、従来の老人保健制度にかわり、平成20年
４月から新しい制度が創設されることとなりました。
　現在、制度施行に向けた準備作業を進めています。具体的
な内容が決まり次第、順次お知らせします。

○制度の運営は「愛媛県後期高齢者
　医療広域連合」が行います。

○75歳以上（一定程度の障害がある
　方は65歳以上）の方が対象となり
　ます。

○保険料は広域連合が定め、原則と
　して年金から徴収します。

○医療費負担については、一般は１
　割、現役並み所得者は３割です。

○愛媛県後期高齢者医療広域連合（松山市役所北条支所内）
　℡089－911－7733　℻089－911－7735
　E-mail info@ehime-kouiki.jp
　URL http://www.ehime-kouiki.jp/
○市庁舎本館国保医療課　医療係　℡0897－52－1212
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